
(2026.6~)

パーテーション

研修室

  700円

1,000円

1,200円

多目的

トイレ

~20名　56㎡

丸ｲｽ(16)

調理台(3)

~12名　25㎡

ｲｽ(11)/机(2)

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

和　室

300円

400円

500円

52㎡ 長机(10)/イス(28)/ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ/演台

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

調理室

調理洋室

玄

関

 ●使用時間（区間）について● 　※日曜日は、夜間の貸し出しはありません。

　午前 9：00～12：00　午後 13：00～17：00　夜間 18：00～21：45
 ・使用時間は、準備片づけを含めた時間です。

 ・使用時間を超える場合、区間をまたぐ場合は、それに応じた料金がかかります。

 ・地区外料金・ロビー占有料金は裏面に記載。

500円　700円　800円 ●空調は、各部屋コインタイマー式。

　　大会議室400円/1時間　その他200円/1時間

支

所

側

~12名　12畳　座机(6)/座椅子

駐

車

場

側

300円

400円

500円

300円

400円

500円

トイレ
~12名　30㎡

ｲｽ(12)/

長机(8)/

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

（地区内料金版）　ロビー占有・地区外料金は裏面外倉庫側

玄　関公民館
事務室

大会議室

1,000円　1,400円　1,500円

～50名　120㎡

イス（36）/バトン/ピアノ

注）：小会議室は、平日日中使用不可

小会議室

中会議室 ２

　～32名　65㎡  長机(16)/長机短(1)/ｲｽ(32)

　/ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ/ｽｸﾘｰﾝ/ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

中会議室 １

　～32名　65㎡  長机(16)/長机短(1)/ｲｽ(32)

　/ﾊﾞﾄﾝ/ｽｸﾘｰﾝ/ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

500円　700円　800円

500円　700円　800円

※長机は、外倉庫のものをご利用ください。

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
ペ
ー
ス

各部屋に設置されて

いるパーテーション

を外すことで、一続

きの広い空間として

ご利用いただけます。

長机 （1800×450）

長机（短）

（1500×450）

【外倉庫内】

長机×1

長机（短）×10

イス×30

15,800×8,100

13,600×5,900

13,600×5,500

11,600×5,100



松
江
市
宍
道
公
民
館
施
設
・
設
備
等
使
用
規
定
 

 （
趣
旨
）
 

第
１
条

 
松
江
市
宍
道
公
民
館
（
以
下
「
公
民
館
」
と
い
う
。）

の
施
設
・
設
備
・
備
品
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
・
音
響
ア
ン

プ
な
ど
の
備
品
類
・
空
調
設
備
そ
の
他
の
器
具
を
含
む
。
以
下
「
施
設
・
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
つ
い
て
は
、

松
江
市
公
民
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
８
年
松
江
市
条
例
第
３
９
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 （
使
用
許
可
申
請
書
）
 

第
２
条

 
公
民
館
を
使
用
と
す
る
者
は
、
原
則
と
し
て
公
民
館
使
用
許
可
申
請
書
を
、
使
用
す
る
２
日
前
ま
で
に
、
所
定

の
事
項
を
記
入
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
使
用
許
可
後
に
使
用
を
中
止
す
る
も
の
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
使
用
許
可
）
 

第
３
条

 
前
条
の
使
用
許
可
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
公
民
館
使
用
許
可
書
を
も
っ
て
使
用
許
 

可
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
使
用
で
き
る
時
間
）
 

第
４
条

 
公
民
館
を
使
用
で
き
る
時
間
は
、
下
記
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合

が
あ
る
。
 

平
日
・
土
曜
日
・
祝
日
：
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時
４
５
分
 

日
曜
日
：
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
 

 （
使
用
方
法
）
 

第
５
条

 
公
民
館
を
使
用
す
る
と
き
は
、
使
用
責
任
者
は
使
用
に
関
し
必
要
な
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
後
は
施
錠
を
し
た
上
で
鍵
を
事
務
室
へ
返
却
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
使
用
後
の
清
掃
、
整
頓
）
 

第
６
条

 
施
設
・
設
備
等
の
使
用
後
は
、
時
間
内
に
清
掃
し
て
所
定
の
場
所
に
整
頓
、
返
納
す
る
も
と
 

す
る
。
 

 （
火
災
及
び
盗
難
予
防
）
 

第
７
条

 
使
用
責
任
者
は
、
施
設
・
設
備
等
の
使
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
火
気
及
び
戸
締
り
に
注
意
 

し
、
異
常
の
有
無
を
確
か
め
、
火
災
・
盗
難
の
予
防
に
万
全
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 （
施
設
・
設
備
等
の
取
扱
い
）
 

第
８
条

 
施
設
・
設
備
等
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
し
、
棄
損
し
な
い
 

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
万
一
誤
っ
て
破
損
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
館
長
に
届
出
、
必
要
な
指

示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
使
用
後
の
手
続
き
）
 

第
９
条
 
使
用
を
終
了
し
た
と
き
、
使
用
責
任
者
は
、
使
用
報
告
書
に
所
定
事
項
を
記
入
し
、
施
錠
を
 

し
た
上
で
報
告
書
と
鍵
を
事
務
室
へ
提
出
し
て
点
検
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
使
用
料
、
光
熱
水
費
そ
の
他
の
実
費
）

 

第
１
０
条
 
公
民
館
の
使
用
料
は
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
光
熱
水
費
そ
の
他
の
実
費
は
、
公
民
館
で
 

定
め
る
額
（
別
表

1）
を
使
用
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
光
熱
水
費
そ
の
他
の
実
費
は
、
使
用
後
３
日
以
内
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
雑
則
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
規
定
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
館
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 

附
 
則

 

こ
の
規
定
は
、
令
和

7
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

こ
の
規
定
は
、
令
和

8
年

6
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 （
別
表
１
）
 

公
民
館
使
用
実
費
 

室
名
 

午
前
 

（
9
時
～
12

時
）
 

午
後
 

（
13

時
～
17

時
）
 

夜
間
 

（
18

時
～

21
時

45
分
）
 

地
区
内
 

地
区
外
 

地
区
内
 

地
区
外
 

地
区
内
 

地
区
外
 

大
会
議
室
 

1
,0
0
0 

2
,2
0
0 

1
,4
0
0 

3
,1
0
0 

1
,5
0
0 

3
,3
0
0 

中
会
議
室

1 
5
00
 

1
,1
0
0 

7
00
 

1
,6
0
0 

8
00
 

1
,8
0
0 

中
会
議
室

2 
5
00
 

1
,1
0
0 

7
00
 

1
,6
0
0 

8
00
 

1
,8
0
0 

小
会
議
室
 

5
00
 

1
,1
0
0 

7
00
 

1
,6
0
0 

8
00
 

1
,1
0
0 

研
修
室
 

3
00
 

7
00
 

4
00
 

1
,0
0
0 

5
00
 

1
,8
0
0 

調
理
室
 

7
00
 

1
,5
0
0 

1
,0
0
0 

2
,3
0
0 

1
,2
0
0 

2
,7
0
0 

調
理
洋
室
 

3
00
 

7
00
 

4
00
 

1
,0
0
0 

5
00
 

1
,1
0
0 

和
 
室
 

3
00
 

7
00
 

4
00
 

1
,0
0
0 

5
00
 

1
,1
0
0 

ﾛ
ﾋﾞ
ｰ
占
有
 

2
,2
0
0 

5
,0
0
0 

3
,2
0
0 

7
,2
0
0 

3
,3
0
0 

7
,5
0
0 

（
共
通
）
①
時
間
外
：
各
部
屋

1,
00
0
円
（
地
区
外

2
,0
00

円
）
上
乗
せ
。
②
ロ
ビ
ー
占
有
：
空
調
費
込
み
 

そ
の
他
（
空
調
費
）
 

室
名
 

１
時
間
 

室
名

 
１
時
間

 

大
会
議
室
 

4
00
 

研
修
室
 

2
00

 

中
会
議
室

1 
2
00
 

調
理
室

 
2
00

 

中
会
議
室

2 
2
00
 

調
理
洋
室

 
2
00

 

小
会
議
室
 

2
00
 

和
 
室

 
2
00

 

注
）
（
1
）
小
会
議
室
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
平
日
夜
間
・
土
日
祝
日
の
み
。
 

 
 
（
2
）
ロ
ビ
ー
占
有
使
用
に
つ
い
て
は
、
土
日
祝
日
の
み
。
 

（
3
）
使
用
時
間
を
超
過
し
た
場
合
は
、
超
過
部
分
に
該
当
す
る
料
金
が
発
生
す
る
。
 

（
4
）
2
日
以
上
使
用
し
、
現
状
復
帰
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
使
用
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 


